
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
活
用
し
た

情
報
伝
達
訓
練

個
人
事
業
税
第
２
期
分

の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

　

町
内
14
か
所
の
屋
外
拡
声
機

の
ほ
か
、家
庭
用
の
同
報
無
線
戸

別
受
信
機
、防
災
ラ
ジ
オ
か
ら
訓

練
放
送
が
流
れ
ま
す
。ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
っ
て
な
に
？

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
国
か
ら

直
接
住
民
に
緊
急
情
報
を
伝
え

る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
国
が
送
信

し
た
弾
道
ミ
サ
イ
ル
情
報
、
津

波
情
報
、
緊
急
地
震
速
報
な
ど

が
、
市
町
村
防
災
行
政
無
線
な

ど
を
通
じ
て
、
住
民
へ
と
瞬
時

に
伝
達
さ
れ
ま
す
。

■
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

●
と
き

　
11
月
15
日
水▢　
午
前
11
時
頃

●
放
送
内
容

　
「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

テ
ス
ト
で
す
」×
３
回

　
「
こ
ち
ら
は
、
こ
う
ほ
う
ひ

が
し
う
ら
で
す
」

問
防
災
危
機
管
理
課

　
内
線
３
４
９

納
期
限
は
11
月
30
日
木▢

　
８
月
中
旬
に
県
か
ら
送
付
し

た
納
付
書
で
納
期
限
ま
で
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
付
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は

問
い
合
わ
せ
先
へ

問
知
多
県
税
事
務
所

　
県
民
税
・
事
業
税
グ
ル
ー
プ

☎
０
５
６
９（
８
９
）８
１
７
４

11
月
30
日（
い
い
み
ら
い
）は

「
年
金
の
日
」

　

厚
生
労
働
省
で
は「
国
民
ひ

と
り
１
人
が「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、

高
齢
期
の
生
活
設
計
に
思
い
を

巡
ら
す
日
」と
し
て
11
月
30
日

を「
年
金
の
日
」と
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
年
金
記
録
や
年
金
見
込

額
を
確
認
し
、
将
来
の
生
活
設

計
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

●「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で
で
き

る
こ
と

　
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
い
つ
で
も
自
分
の
年
金

記
録
や
年
金
見
込
額
を
確
認
で

き
る
ほ
か
、
様
々
な
機
能
が
利

用
で
き
ま
す
。

・ 

将
来
の
年
金
見
込
額
の
試
算

・ 

電
子
版「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」の
閲
覧

・ 

受
給
に
関
す
る
各
種
通
知

書
の
確
認　
な
ど

●
利
用
方
法

・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
ロ
グ

イ
ン（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
が
必
要
）

・
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ロ
グ
イ
ン（
ア

ク
セ
ス
キ
ー
と
基
礎
年
金
番

号
が
必
要
）

※
詳
細
は
日
本
年

金
機
構（
ね
ん
き

ん
ネ
ッ
ト
）ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ

問
半
田
年
金
事
務
所

☎
０
５
６
９（
２
１
）２
３
７
５

国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　

日
本
年
金
機
構
か
ら「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控

除
証
明
書
」が
発
送
さ
れ
ま
す
。

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
納

付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
で
す
。
大
切
に

保
管
し
、
年
末
調
整
や
確
定
申

告
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
発
送
時
期
・
対
象

①
10
月
下
旬
～
11
月
上
旬
に
順

次
発
送

・
対
象

　
令
和
５
年
１
月
１
日
か
ら
令

和
５
年
10
月
２
日
ま
で
の
間

に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
方

②
令
和
６
年
２
月
上
旬
に
発
送

・
対
象　

　
令
和
５
年
10
月
３
日
か
ら
令

和
５
年
12
月
31
日
の
間
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

方
●
控
除
の
対
象

　
令
和
５
年
中
に
納
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
れ
ば
、
過
去
の
年
度

分
の
保
険
料
や
追
納
さ
れ
た
保

険
料
も
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
家
族（
配
偶
者
や
子
ど
も

な
ど
）の
国
民
年
金
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
自
身

の
国
民
年
金
保
険
料
に
加
え
、

そ
の
保
険
料
も
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

●
保
険
料
は
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う

　
国
民
年
金
制
度
は
、
税
法
上

と
て
も
有
利
な
だ
け
で
は
な
く
、

老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故

な
ど
、
万
が
一
の
と
き
に
も
心

強
い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の

場
合
は
☎
０
３（
６
６
３
０
）

２
５
２
５

▼
受
付
時
間

・
月
～
金
曜
日　
午
前
８
時
30

分
～
午
後
７
時

・
第
２
土
曜
日　
午
前
９
時
30

分
～
午
後
４
時

※
祝
日（
第
２
土
曜
日
除
く
）、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
は
利

用
不
可
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10
月
２
日
～

役
場
庁
舎
に「
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
」を
設
置

　
役
場
庁
舎
は
令
和
元
年
7
月

1
日
か
ら
、
改
正
健
康
増
進
法

の
施
行
に
伴
い
敷
地
内
禁
煙
と

し
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
た
ば
こ
を
吸
う
方

が
一
定
数
お
り
、
役
場
敷
地
近

く
で
の
喫
煙
が
見
受
け
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
喫
煙

者
だ
け
で
な
く
た
ば
こ
を
吸
わ

な
い
方
へ
の
配
慮
と
し
て「
正

式
に
吸
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た

場
所
」を
確
保
し
、
望
ま
な
い

受
動
喫
煙
へ
の
対
策
を
講
じ
た

「
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
」を
設
置

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
な
お
、

こ
の
喫
煙
所
は
、
来
庁
さ
れ
る

方
に
ご
利
用
い
た
だ
く
だ
け
で

な
く
、
町
職
員
も
利
用
し
ま
す
。

■「
特
定
屋
外
喫
煙
場
所
」と
は
？

　
敷
地
内
禁
煙
施
設
で
あって
も
、

屋
外
で
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
が
と
ら
れ
た

場
所
に
、喫
煙
所
を
設
置
す
る
こ

と
が
で
き
、そ
れ
を「
特
定
屋
外

喫
煙
場
所
」と
言
い
ま
す
。

●
必
要
な
措
置

①
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
所
が
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
喫
煙
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
所
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た

標
識
を
掲
示
す
る
こ
と
。

③
施
設
を
利
用
す
る
方
が
通
常

立
ち
入
ら
な
い
場
所
で
あ
る

こ
と
。

問
総
務
課　
内
線
２
４
４

忘
れ
ず
に
申
請
を
！

離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度

　
離
婚
し
た
場
合
、
婚
姻
期
間

中
の
厚
生
年
金
を
分
割
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
年
金
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
請
求
期
限
に
注
意
！

　
離
婚
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら

２
年

※
請
求
期
限
を
経
過
す
る
と
請

求
不
可

■
分
割
方
法
は
２
種
類

（
１
）合
意
分
割

　
離
婚
等
を
し
て
、
条
件
①
②

に
該
当
し
た
場
合
、
当
事
者
の

一
方
ま
た
は
双
方
か
ら
の
請
求

に
よ
り
、
婚
姻
期
間
中
の
厚
生

年
金
記
録（
標
準
報
酬
月
額
・

標
準
賞
与
額
）を
当
事
者
間
で

分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

で
す
。

▼
条
件

①
婚
姻
期
間
中
の
厚
生
年
金
記

録（
標
準
報
酬
月
額
・
標
準

賞
与
額
）が
あ
る
こ
と
。

②
当
事
者
の
合
意
ま
た
は
裁
判

手
続
き
に
よ
り
按
分
割
合
を

定
め
た
こ
と
。（
合
意
が
ま

と
ま
ら
な
い
場
合
は
、
当
事

者
の
一
方
の
求
め
に
よ
り
、

裁
判
所
が
按
分
割
合
を
定
め

る
こ
と
が
可
能
）

※
合
意
分
割
の
請
求
が
行
わ
れ

た
場
合
、
婚
姻
期
間
中
に
３

号
分
割
の
対
象
と
な
る
期
間

が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
合
意

分
割
と
同
時
に
3
号
分
割
の

請
求
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ

ま
す
。

（
２
）３
号
分
割

　
離
婚
等
を
し
て
、
次
の
条
件

に
該
当
し
た
場
合
、
国
民
年
金

の
第
３
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た

方
か
ら
の
請
求
に
よ
り
、
平
成

20
年
４
月
１
日
以
後
の
婚
姻
期

間
中
の
第
３
号
被
保
険
者
期
間

に
お
け
る
相
手
方
の
厚
生
年
金

記
録（
標
準
報
酬
月
額
・
標
準

賞
与
額
）を
２
分
の
１
ず
つ
、

当
事
者
間
で
分
割
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。

▼
条
件

　
婚
姻
期
間
中
に
平
成
20
年
４

月
１
日
以
後
、
国
民
年
金
の
第

３
号
被
保
険
者
期
間
が
あ
る
こ

と
。

※「
３
号
分
割
制
度
」は
、
当
事

者
の
合
意
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
分
割
さ
れ
る

方
が
障
害
厚
生
年
金
の
受
給

権
者
で
、
こ
の
分
割
請
求
の

対
象
と
な
る
期
間
を
年
金
額

の
基
礎
と
し
て
い
る
場
合
は

「
３
号
分
割
」請
求
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。

■
年
金
分
割
の
話
し
合
い
に
必

要
な
情
報
通
知
書（
分
割
の

対
象
と
な
る
期
間
等
記
載
）

　
事
前
に
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
年
金
分
割
の
た
め
の

情
報
提
供
請
求
書
等
を
請
求
者

の
住
所
地
を
管
轄
す
る
年
金
事

務
所
に
提
出
す
る
と
通
知
書
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
当
事
者
の
一
方
が
お
亡
く
な

り
に
な
っ
て
い
る
場
合

　
情
報
通
知
書
の
請
求
が
で
き

な
い
、
相
手
側
が
死
亡
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
１
か
月
を
経
過

す
る
と
請
求
で
き
な
い
場
合
が

あ
る
た
め
、
速
や
か
に
問
い
合

わ
せ
先
へ

問
半
田
年
金
事
務
所　

☎
０
５
６
９（
２
１
）２
３
７
５

※職員の喫煙時間
…始業（午前８
時30分）前およ
び終業（午後５
時15分）後と昼
の休憩時間（正
午～午後１時）

※昼休みの時差休
憩 な ど に よ り、
これ以外の時間
に使用している
ことがあります。

特定屋外喫煙場所

東浦町役場

設置場所設置場所
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11
月
９
日
～
15
日
は

秋
の
火
災
予
防
運
動

令
和
５
年
度　

全
国
統
一
防
火
標
語

「
火
を
消
し
て

　
　
不
安
を
消
し
て

　
　
　
　
つ
な
ぐ
未
来
」

　
空
気
が
乾
燥
し
て
火
災
が
発

生
し
や
す
い
時
期
を
迎
え
、
全

国
一
斉
に
秋
の
火
災
予
防
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
火
災
は
一

人
ひ
と
り
の
心
が
け
で
防
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
す
。
大
切
な
命
、

財
産
を
守
る
た
め
、
火
災
予
防

に
対
す
る
意
識
を
高
め
、
火
災

を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

■
住
宅
防
火
い
の
ち
を
守
る
10

の
ポ
イ
ン
ト

　
少
し
の
油
断
か
ら
火
災
は
発

生
し
ま
す
。
火
気
の
取
扱
い
に

は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
４
つ
の
習
慣

①
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、

さ
せ
な
い
。

②
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や

す
い
も
の
を
置
か
な
い
。

③
コ
ン
ロ
を
使
う
と
き
は
火
の

そ
ば
を
離
れ
な
い
。

④
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清

掃
し
、
不
必
要
な
プ
ラ
グ
は

抜
く
。

●
６
つ
の
対
策

①
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、

ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
な
ど
は

安
全
装
置
の
付
い
た
機
器
を

使
用
す
る
。

②
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
定
期

的
に
点
検
し
て
、
10
年
を
目

安
に
交
換
す
る
。

③
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め

に
、
部
屋
を
整
理
整
頓
し
寝

具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン

は
、
防
炎
品
を
使
用
す
る
。

④
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

た
め
に
、
消
火
器
な
ど
を
設

置
し
て
使
い
方
を
確
認
し
て

お
く
。

⑤
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由

な
方
は
、
避
難
経
路
と
避
難

方
法
を
常
に
確
保
し
、
備
え

て
お
く
。

⑥
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
や

戸
別
訪
問
な
ど
に
よ
り
、
地

域
ぐ
る
み
の
防
火
対
策
を
行

う
。

■
放
火
火
災
を

　
防
止
す
る
た
め
に

　
放
火
火
災
は
全
国
的
に
も
常

に
火
災
原
因
の
上
位
と
な
っ
て

い
ま
す
。

●
放
火
さ
れ
な
い
環
境
づ
く
り

①
家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
物

を
置
か
な
い
。

②
セ
ン
サ
ー
付
き
照
明
器
具
な

ど
の
外
灯
を
つ
け
て
、
明
る

く
す
る
。

③
物
置
や
車
庫
に
は
鍵
を
か
け
、

車
な
ど
の
カ
バ
ー
は
防
炎
製

品
を
使
用
す
る
。

④
共
同
住
宅
の
廊
下
や
階
段
に

は
物
を
置
か
な
い
。

⑤
ご
み
は
決
め
ら
れ
た
日
の
朝

に
出
す
。

■
住
宅
用
火
災
警
報
器

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
火
災

を
い
ち
早
く
知
ら
せ
て
く
れ
る

機
器
で
す
。
き
ち
ん
と
作
動
す

る
よ
う
に
、
日
ご
ろ
の
維
持
管

理
が
大
切
で
す
。
定
期
的
に
作

動
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
作
動
確
認
方
法

　
ボ
タ
ン
を
押
す
、
ま
た
は
ひ

も
を
引
い
て
作
動
確
認
し
ま
す
。

音
が
鳴
ら
な
い
場
合
は
電
池
切

れ
か
機
器
本
体
の
故
障
で
す
。

●
機
器
本
体
の
寿
命
に
注
意

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
本
体

は
10
年
を
目
安
に
交
換
し
ま

し
ょ
う
。

問
知
多
中
部
広
域
事
務
組
合　

　
消
防
本
部　
予
防
課

☎
０
５
６
９（
２
１
）１
４
９
１

11
月
27
日
は

「
あ
い
ち
県
民
の
日
」

　
愛
知
県
は
令
和
４
年
の
県
政

１
５
０
周
年
を
機
に
、
県
民
が

愛
知
へ
の
理
解
と
関
心
を
深
め
、

愛
知
へ
の
愛
着
お
よ
び
県
民
と

し
て
の
誇
り
を
持
つ
契
機
と
す

る
日
と
し
て「
あ
い
ち
県
民
の

日
」を
創
設
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
あ
い
ち
県
民
の
日
」

ま
で
の
１
週
間
を「
あ
い
ち

ウ
ィ
ー
ク（
11
月
21
日
～
27

日
）」と
し
て
、
県
内
各
地
で
公

共
施
設
な
ど
が
割
引
や
無
料
で

利
用
で
き
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
な

ど
が
開
催
さ
れ
た
り
し
ま
す
。

詳
細
は「
あ
い
ち
県

民
の
日
・
あ
い
ち

ウ
ィ
ー
ク
特
設
サ

イ
ト
」へ

問
愛
知
県
県
民
総
務
課

☎
０
５
２（
９
５
４
）６
１
５
８
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廃
棄
物
を
焼
却
す
る
こ
と
は

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

中
小
企
業

男
性
育
児
休
業
取
得
促
進
奨
励
金

「
わ
ー
く
り
ぃ
知
多
」新
規
会
員
募
集

　
県
で
は
、
男
性
従
業
員
が
育

児
休
業（
出
生
時
育
児
休
業
を

含
む
）を
取
得
し
た
県
内
中
小

企
業
な
ど
に
対
し
て
奨
励
金
を

支
給
し
ま
す
。

●
支
給
対
象

　

県
内
に
本
社（
主
た
る
事
務

所
）を
有
し
、
常
時
雇
用
す
る

従
業
員
の
数
が
３
０
０
人
以
下

●
わ
ー
く
り
ぃ
知
多

　

中
小
企
業
に
働
く
勤
労
者

（
パ
ー
ト
労
働
者
を
含
む
）・事
業

主
を
対
象
に
、様
々
な
福
利
厚
生

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

●
主
な
サ
ー
ビ
ス
内
容

・
い
ざ
と
い
う
時
の
共
済
給
付

事
業

・
生
活
習
慣
病
予
防
検
診
受
診

助
成

・
宿
泊
補
助
や
夏
季
保
養
施
設

あ
っ
せ
ん　
な
ど

●
対
象

　

中
小
企
業
に
働
く
勤
労
者
、

事
業
主

※
個
人
事
業
主
、
パ
ー
ト
従
業

員
も
加
入
可

●
入
会
金　
１
０
０
０
円
／
人

　
廃
棄
物
の
焼
却
は
、
煙
や
に

お
い
が
周
辺
住
民
の
迷
惑
に
な

る
だ
け
で
な
く
、
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
な
ど
の
有
害
物
質
が
発
生

す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
例
外
と
し
て
焼
き

畑
・
畔あ
ぜ
の
草
な
ど
、
農
業
を
営

む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
野
焼

き
な
ど
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
周
辺
住
民
か
ら
苦
情

が
あ
っ
た
場
合
に
は
指
導
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
農
業
を
営
む
た
め
の
野
焼
き

を
行
う
場
合
は
、
周
り
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
、
①
～
⑤
に

注
意
し
て
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

①
焼
却
時
間
が
短
時
間（
30
分

程
度
）で
終
わ
る
程
度
の
少

量
に
と
ど
め
る
。

②
風
向
き
や
強
さ
、時
間
帯（
洗

濯
物
を
干
し
て
い
な
い
時
間

帯
な
ど
）を
考
慮
す
る
。

③
焼
却
す
る
雑
草
な
ど
が
濡
れ

て
い
る
と
煙
が
多
く
発
生
す

る
た
め
、
よ
く
乾
か
し
て
か

ら
焼
却
を
行
う
。

④
野
焼
き
を
し
て
い
る
間
は
、

そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

⑤
野
焼
き
を
す
る
前
に
周
辺
住

民
に
連
絡
す
る
な
ど
、
理
解

を
得
て
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
に
配
慮
す
る
。

※
農
業
を
営
む
た
め
で
も
、
ビ

ニ
ー
ル
類
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
、
ゴ
ム
類
の
野
焼
き
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
環
境
課　
内
線
２
８
２

の
法
人
ま
た
は
個
人
事
業
主　

●
主
な
支
給
要
件

　
男
性
従
業
員
が
令
和
５
年
４

月
１
日
以
降
に
育
児
休
業
を
開

始
し
、
通
算
14
日
以
上
の
育
児

休
業
を
取
得
後
、
原
職
な
ど
に

復
帰
し
て
い
る
こ
と

●
支
給
額

　
通
算
14
日
以
上
50
万
円
、
通

算
28
日
以
上
１
０
０
万
円

●
申
請
期
間

　
令
和
６
年
３
月
31
日
日▢
ま
で

（
必
着
）

　

奨
励
金
制
度
の
詳
細
は「
あ

い
ち
イ
ク
メ
ン
・

イ
ク
ボ
ス
応
援
サ

イ
ト
へ

問
愛
知
県
労
働
局
労
働
福
祉
課

仕
事
と
生
活
の
調
和
推
進
グ

ル
ー
プ　

☎
０
５
２（
９
５
４
）６
３
６
０

※
全
額
事
業
主
負
担

●
会
費

　
月
額
１
０
０
０
円
／
人

※
事
業
主
負
担
額
６
０
０
円
以

上
、パ
ー
ト
従
業
員
補
助
あ
り

●
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
12
月
15
日
金▢
ま
で
に
新
規
加

入
し
た
事
業
所
に
は
特
典
あ
り

●
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
わ
ー
く
り
ぃ
知
多

（（
一
財
）知
多
地
区
勤
労
者

福
祉
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
１
２
０（
２
９
）５
５
０
９

お詫びと訂正 
広報ひがしうら令和５年
９月号（№1386）に掲載
し た「「 う・ ら・ ら 」で
行ってみよう！おすすめ
歴史スポット」（Ｐ .９）に
おいて、①村木砦跡・八
剱社の紹介文に誤りがあ
りました。お詫びして訂
正いたします。

【誤】信長の家臣であった
清水家重

【正】信元の家臣であった
清水家重
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